
 

質 疑 応 答 書 

事業名 「プレミアム付商品券発行事業」事務局運営等業務 

 

基本仕様書等の 

項目 
質   問 回   答 

(3)審査・決定通知業務の

ア【要件適合の審査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)審査・決定通知業務の

ア【要件適合の審査】 

 

 

 

(3)審査・決定通知業務の

ア【要件適合の審査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)利用者向けホームペー

ジ・アプリケーション構

築及び広報・情報提供業

住民基本台帳データの具体

的な送付方法をご教示くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民基本台帳データの具体

的なデータフォーマットを

ご教示ください。 

 

 

住民基本台帳データの文字

コードをご教示ください。 

 （標準ＪＩＳなのか、

Shift-JIS (SJIS) なの

か、UTF-8 なのか)。日本語

以外の文字が含まれる可能

性がある場合は「UTF-8」

を希望いたします。 

 

 

本事業で必要となる SS 証

明書の認証レベルをご教示

ください。 

受注者が用意するＩＳＭＡ

Ｐクラウドサービスリスト

に登録されているクラウド

サービスを活用することを

基本とします。なお、当該

クラウドサービスの用意が

困難な場合は、暗号化など

の必要なセキュリティ対策

を講じたＵＳＢ媒体による

送付を想定しています。 

 

 

Excel 形式又は CSV 形式に

より提供可能です。 

 

 

 

UTF-8（BOM 付）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認証レベルは EV（Extended 

Validation）としてくださ

い。 

（様式第１号 別紙） 



 

務のア【専用ホームペー

ジの運用】 

 

(8)システム構築・運用・

保守業務のセ【ドメイ

ン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「プレミアム付商品券発

行事業」事務局運営等業

務 

に係る公募型プロポーザ

ル説明書 

⑷契約を締結する場合に

おいては、契約金額の１

００分の１０以上の契約

保証金を納付しなければ

ならない。ただし、①保

険会社との間に本市を被

保険者とする履行保証保

険契約を締結したとき、

②契約を締結しようとす

る日から過去２年間に国

又は地方公共団体と種類

及び規模をほぼ同じくす

る契約を２回以上にわた

って締結し、これらを全

て誠実に履行していると

 

 

 

自治体公式ドメインのサブ

ドメインについて、申請か

ら使用可能になるまでの詳

細な手順とスケジュールを

ご教示ください。 

 

 

 

 

 

 

 

保証金免除について、 

種類及び規模をほぼ同じと

ありますが、この部分の定

義を教えてください。 

・種類とは、紙商品券と電

子商品券との併用でしょう

か？ 

・また、契約期間は関係あ

るのでしょうか？ 

 

例えば、 

自治体様と契約で 1 カ月間

実施の住民を中心とした電

子アプリを活用した経済対

策で、契約額が 60 億円以

上クラスであれば免除にな

るのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

本市が指定する申請書をご

提出いただいた後、閉庁日

を除き、概ね７日以内にサ

ブドメインを使用できる状

態となるよう手続きを進め

ます。なお、本申請書類につ

いては、審査結果の通知（２

月２０日予定）後から契約

手続きまでの間にご提出い

ただくことを想定していま

す。 

 

「種類及び規模をほぼ同じ

くする契約」とは、紙商品券

と電子商品券の併用か否か

に関わらず、本件業務（コー

ルセンターの設置・運営、申

請受付・審査など、一連の事

務局運営等業務）と同種で

あると本市が認める契約を

指します。また、規模につい

ては、契約保証金を免除し

ようとする契約に係る契約

金額の１００分の７０以上

の契約が条件となります。

（例：本件を 68 億 5,000 

万円で契約する場合、47 億 

9,500 万円以上の同種契約

が該当） 

契約期間については、「【別

添】契約履行実績の対象と

なる契約（例）」をご確認く

ださい。 



 

きは、契約保証金の納付

を免除する。 

 

⑴ 広島市委託契約約款に

基づき、受注者が本業務

の一部を再委託する場合

には、当該再委託業務の

開始までに下記の内容を

明記した再委託申請書を

発注者に提出し、承認を

受けること。 ・ 再委託

事業者名及び代表者 ・ 

再委託する業務の範囲 ・ 

再委託契約の期間 ・ 再

委託先が個人情報を取り

扱う場合、再委託先の個

人情報取扱状況 

 

４ 商品券の概要 ⑴ 概要 

 

 

 

再委託に関しましては、記

載がございましたが、再々

委託は可能でしょうか。ま

た可能だった場合の条件は

再委託条件と同等でしょう

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紙商品券ではなく*QR コー

ドカードを使用した提案を

してもよいでしょうか 

*アプリ（スマートフォン

を持っていない方）を利用

できない方に対してシステ

ムと連動したカードで支払

いさせる方法です。 

 

 

 

再々委託についても、再委

託の場合と同様に、所定の

申請書をご提出いただき、

内容を審査したうえで、発

注者が承認することで可能

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足へ記載のとおり、「概要

は上記を基本とし、詳細は

５ 業務内容及び提案内容

に基づき、事前に発注者と

協議の上、決定すること」と

されていますので、紙商品

券として QRコードカードを

提案いただくこと自体は問

題ありません。ただし、基本

仕様書５⑷ス【紙商品券印

刷・発行】をはじめ、基本仕

様書に記載している紙商品

券に係る事項については、

仕様に沿って遵守いただく

必要があります。 

 

（注） この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には

業者名を記入しないこと。 


